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計画改定の背景と位置づけ 

 計画改定の趣旨 

平成 29 年 5 月に｢自転車活用推進法｣が施行され、奈良県では、同法第 10、及び第 11 条に基づき、令和 2

年３月に「奈良県自転車活用推進計画」を策定しました。 

 

▲奈良県自転車活用推進計画（R2.3）の概要 

 

国においては、昨今の社会情勢の変化等を踏まえ、自転車の活用の推進を一層図るため、第 2 次自転車活用推

進計画を令和3年 5月に策定しました。 

今回、自転車に関する施策をさらに推進するため、これまでの計画の成果や自転車を取り巻く状況の変化、国の第

2次自転車活用推進計画等を踏まえ、第２次奈良県自転車活用推進計画へ改定します。 

 第２次奈良県自転車活用推進計画の計画区域・期間・実施者 

1. 計画区域 

計画の対象区域は奈良県全域とします。 

 

2. 期間 

本計画の計画期間は、今後の 5箇年とします。 

 

3. 実施者 

本計画は奈良県が実施します。 
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 第２次奈良県自転車活用推進計画の位置づけ 

第 2 次奈良県自転車活用推進計画は、国の自転車活用推進計画や奈良県自転車活用推進計画（R2.3 策

定）に基づくこれまでの取組、奈良県自転車活用推進会議の意見等を踏まえ、自転車の活用を進める上で必要な

取組を取りまとめたものであり、本県における自転車の活用による観光振興等に向けた総合的かつ計画的な推進の基

本となる計画です。 

なお、本計画は、「観光振興 ～巡る～」、「まちづくり ～賑わう～」、「安全・安心 ～守る～」の3つの分野から自

転車の活用を推進していくものとし、奈良県が策定する各分野の関連計画との連携を図ります。 

 

 

▲第2次奈良県自転車活用推進計画の位置づけ 


